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1. 大和郡山市の地域特性 

大和郡山市は、奈良県北部の奈良盆地に位置する街である。市内は佐保川や富雄川が南流して

おり、富雄川以西では矢田丘陵が広がり起伏が大きくなっている。また、ため池や金魚の養殖池

が数多くみられ、古くからこれらを整備するために多くの水路が整備された。 

交通に関しては、南部に西名阪自動車道が横断しており、鉄道においては西日本旅客鉄道と近

畿日本鉄道の営業線が南北を縦断している。 

こうしたことから、水路や河川、鉄道を横過するために多くの橋梁が架けられ、今日に至って

いる。 

 

図 1.1 大和郡山市位置図 

地理院地図より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. 対象橋梁の特性 

長寿命化修繕計画の対象橋梁 292橋の内訳は以下のとおりである。 

 

 1）橋種別内訳：混合橋を含め、約 92%がコンクリート部材を主部材とする橋梁である。 

 

 

 

図 2.1 橋種別内訳グラフ 

 

 

 2）橋長別内訳：全体の約 70%が 5m未満の橋梁である。 

   

 

 

図 2.2 橋長別内訳グラフ 

橋種 橋数 備考 

鋼橋 22   

PC 橋 29   

RC 橋 222 BOX含む 

混合橋 17   

その他 2 石橋等 

合計 292   

橋長 橋数 

5m 未満 208 

5m 以上 10m 未満 40 

10m 以上 15m 未満 11 

15m 以上 33 

合計 292 



 

 

 3）橋長・橋種別内訳：5m未満の橋梁については RC橋が大部分を占める。 

 

図 2.3 橋長・橋種別内訳グラフ 

 

 

 

 4）経過年別内訳：全体の約 68%の橋梁が 31～40年経過する橋梁である。 
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図 2.4 経過年別内訳グラフ 

経過年 橋数 

0～10 年 9 

11～20 年 23 

21～30 年 46 

31～40 年 198 

41～50 年 6 

51～60 年 5 

61～70 年 4 

71～80 年 0 

81～90 年 1 

91～100年 0 

合計 292 



 

 

 5）建設年代別内訳：全体の約 68%が 1980年代に架けられた橋梁である。 

 

 

図 2.5 建設年代別内訳グラフ 

 

 

 6）建設年代・橋種別内訳：1980年代に架けられた橋梁の 80%が RC橋である。  

 

図 2.6 建設年代・橋種別内訳グラフ 

 

 

建設年代 橋数 

1921～1930 年 0 

1931～1940 年 1 

1941～1950 年 0 

1951～1960 年 4 

1961～1970 年 7 

1971～1980 年 4 

1981～1990 年 199 

1991～2000 年 45 

2001～2010 年 24 

2011～2019 年 8 

合計 292 



 

 

 7）対象橋梁の健全度判定別割合(令和 4年 3月 31日現在) 

 

大和郡山市管理橋梁の定期点検 令和 3年度時点 

Ⅰ判定 Ⅱ判定 Ⅲ判定 Ⅳ判定 全橋梁数 

195 63 34 0 292 

67% 22% 12% 0% 100% 

 

 

 

図 2.7 対象橋梁健全度判定別割合グラフ



 

 

3. 橋梁長寿命化修繕計画策定について 

 3.1 橋梁長寿命化修繕計画策定フロー 

従来型の“壊れるまで使って、新しく作る（壊れてから、直す）”から“壊れる前に直して、使

い続ける”という予防保全型の対応へと転換を図ることにより、橋梁の寿命を延ばしてコスト縮

減を目指す、橋梁長寿命化修繕計画を策定するための流れを以下のフローで示す。 

 

橋梁長寿命化修繕計画の策定

修繕計画基本方針

データベース入力

橋梁点検
法改正により5年毎に実施

点検データの収集・整理 橋梁諸元

補修工事データの整理

健全度評価
　・耐火性
　・災害抵抗性
　・走行安全性

重要度評価
　・緊急輸送路・災害関連施設
　・路線バス経路・DID地区
　・路線種別・交差状況 他

劣化機構の設定

劣化予測

対策工法の設定

工事費の設定

基本方針の設定

管理水準の設定

優先順位の決定

LCCシミュレーション

効果の確認

安全性・信頼性の確認

長寿命化修繕計画の策定

 

図 3.1 橋梁長寿命化修繕計画策定フロー 



 

 

 3.2新技術の活用等に関する今後の取組み 

 3.2.1 新技術の活用について 

   ・定期点検の効率化や高度化、修繕等の措置の省力化や費用縮減などを図るために新技術情

報提供システム(ＮＥＴＩＳ)や点検支援技術性能カタログなどを参考に活用を検討。 

・令和 5年度～令和 9年度において、施設の点検・修繕等に対し、1割の施設で新技術を活用

することを目標とする。上記を踏まえ、2027年までの 5年間に 120万円のコスト縮減を目

指します。 

 3.2.2 費用の縮減について 

・定期点検結果から得られた損傷状況をふまえて、予防保全段階（Ⅱ）判定箇所についても

修繕等を検討することで、高コスト化を回避し、ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）の縮減

を図る。 

・迂回路がある、利用者が少ないなど集約化、撤去等の可能性がある橋梁について、交通状

況や地域の意向をふまえ、令和 5年度～令和 9年度の間に 1橋程度の集約化・撤去、機能

縮小を目標とし、将来の維持管理と修繕にかかる費用の削減を目指す。上記を踏まえ、2027

年までの 5年間に 30万円のコスト縮減を目指します。 

 

4. 健全度評価 

 4.1 健全度の定義 

  各部材の健全度を A～Eの 5段階で定義する。 

  健全度は劣化機構毎に以下のように設定する。 

 

 4.1.1 鋼部材 

  ■防食機能の劣化 

表 4.1 健全度一覧表：鋼部材-防食機能の劣化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 4.1.2 コンクリート部材 

  ■中性化 

表 4.2 健全度一覧表：コンクリート部材-中性化 

 

 

 4.1.3 支承 

  ■経年劣化 

表 4.3 健全度一覧表：支承-経年劣化 

 

 

 4.1.4 伸縮装置 

  ■経年劣化 

表 4.4 健全度一覧表：伸縮装置-経年劣化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 4.1.5 舗装 

  ■経年劣化 

表 4.5 健全度一覧表：舗装-経年劣化 

 

 4.2 損傷程度と健全度の関係 

  損傷程度と健全度の関係は、各部材の損傷程度の組み合わせによって設定する。 

本業務においては、大和郡山市が橋梁定期点検業務において国へ提出した、道路橋定期点検要

領（以下、道路橋様式）に基づいた健全性判定区分の「Ⅰ～Ⅳ」とは別に、それらの判定の根拠

となる奈良県道路橋定期点検要領（案）（以下、奈良県様式）に基づいた「a～e」及び「有無」に

よる各部材の損傷程度のデータを使用して、各部材の健全度を算出することとする。 

  このため、橋梁長寿命化修繕計画策定に用いる、損傷程度の組み合わせを考慮した健全度「A～

E」と、道路橋様式に基づいた健全性判定区分「Ⅰ～Ⅳ」とは必ずしも一致しないため、留意が必

要である。 

  次頁以降に、例として「鋼橋-上部工鋼部材」についての損傷程度の組み合わせと健全度の関係

を示す。（「鋼橋-上部工鋼部材」以外については、データ量（ページ数）が膨大になるため、損傷

程度の組み合わせ一覧のみを示す） 

 


































































































































































































